
 

国内競技規則 細則 ＪＡＦスポーツ資格登録規定 改正 

＜新旧対象表＞ 

※下線部分：変更箇所 

改正後 現行 

第１章～第２章（略） 

 

第３章 競技許可証 

第１条 競技許可証の種類と有効な競技会 

 １．競技許可証の種類は、次の通りとする。     

１）国際許可証      

（１）国際競技運転者許可証（Ａ、Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｃ－Ｒ、ドラッグ

レース、ソーラーカー）      

（２）国際競技参加者許可証 

２）（略） 

 ２．競技許可証ごとに有効な競技は、別に定める場合を除き、次の通り

とする。      

なお、競技運転者許可証の等級は、国際スーパーライセンス（ＦＩ

Ａが発行する）を最上位とし、以下、国際Ａ、Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｃ－Ｒ、

国内 Ａ、Ｂの順とし、上位の許可証は下位の許可証が有効なすべての

競技に有効である。 

  １）国際競技運転者許可証 

許可証の種類 有効な競技（ＦＩＡによる分類） 

スーパーライセンス Ｆ１世界選手権 

Ａ 
パワーウェイトレシオが１kg／hp以下のすべての

車両に必要。 

第１章～第２章（略） 

 

第３章 競技許可証 

第１条 競技許可証の種類と有効な競技会 

 １．競技許可証の種類は、次の通りとする。     

１）国際許可証      

（１）国際競技運転者許可証（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｒ、ドラッグレース、  

ソーラーカー）      

（２）国際競技参加者許可証 

２）（略） 

 ２．競技許可証ごとに有効な競技は、別に定める場合を除き、次の通り

とする。      

なお、競技運転者許可証の等級は、国際スーパーライセンス（ＦＩ

Ａが発行する）を最上位とし、以下、国際Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｒ、国内 Ａ、

Ｂの順とし、上位の許可証は下位の許可証が有効なすべての競技に有

効である。 

  １）国際競技運転者許可証 

許可証の種類 有効な競技（ＦＩＡによる分類） 

スーパーライセンス Ｆ１世界選手権 

Ａ 
パワーウェイトレシオが１kg／hp以下のすべての

車両に必要。 



 

Ｂ 

パワーウェイトレシオが１kg～２kg／hp間のすべ

ての車両。 

Ｃ－Ｃ 

パワーウェイトレシオが２kg／hpを超えるすべて

のサーキットカー、およびＦＩＡオートクロス、

ラリークロス、トラック選手権に必要。 

Ｃ－Ｒ 
パワーウェイトレシオが３kg／hpを超えるすべて

のロードカー、および国際格式のラリー、クロス

カントリー、ヒルクライムに必要。 

ドラッグレース 
国際格式のドラッグレース（参加できる車両タイ

プごとに５種類の許可証がある。本規定第４条参

照） 

 ２）～５）（略） 

 

第２条 競技許可証の新規申請 

１．競技運転者許可証 

１）新たに競技運転者許可証を申請する者は、日本の普通自動車以上

の運転免許証または外国のこれに相当する免許証の所有者でなければ

ならない。 

   ただし、本規定に基づき満 18歳未満の者が許可証の取得を認めら

れる場合は、この限りではない。 

   何らかの障がい者手帳を持つ者は、許可証を取得する適性につい

てＪＡＦの審査を受け、承認を得なければならない。 

２）（１）～（３）略 

（４）ＣＩＫ－ＦＩＡカート国際ドライバーライセンスＥの所持者

は、同一年または翌年の競技運転者許可証国内Ａ以下の許可証を

申請できる。 

Ｂ 

パワーウェイトレシオが１kg～２kg／hp間のすべ

ての車両、および ＦＩＡ ＷＴＣＣ選手権に必

要。 

Ｃ 

パワーウェイトレシオが２kg～３kg／hp間のすべ

ての車両（上述の 車両を除く）、およびＦＩＡオ

ートクロス、ラリークロス、トラッ ク選手権に必

要。 

Ｒ 
国際格式のラリー、クロスカントリー、ヒルクラ

イム 

ドラッグレース 
国際格式のドラッグレース（参加できる車両タイ

プごとに５種類の許可証がある。本規定第４条参

照） 

 ２）～５）（略） 

 

第２条 競技許可証の新規申請 

１．競技運転者許可証 

１）新たに競技運転者許可証を申請する者は、日本の普通自動車以上

の運転免許証または外国のこれに相当する免許証の所有者でなければ

ならない。 

   ただし、本規定に基づき満 18歳未満の者が許可証の取得を認めら

れる場合は、この限りではない。 

   身体の障がいのある者は、許可証を取得する適性についてＪＡＦ

の審査を受け、承認を得なければならない。 

２）（１）～（３）略 

（４）ＣＩＫ－ＦＩＡカート国際ドライバーライセンスＣ以上の所持

者は、同一年または翌年の競技運転者許可証国内Ａ以下の許可証

を申請できる。 



 

（５）～（６）（略） 

３）国際競技運転者許可証の新規申請および上級申請、降格申請を行

う者は、ライセンスの種別ごとに定められている、ＦＩＡ eラーニ

ングによる安全講習を受けなければならない。 

２．限定国内競技運転者許可証Ａ 

  １）～７）（略） 

  ８）限定Ａライセンスを所持する者が、本条２．１）①～④の競技車

両による地方選手権または国内シリーズにおいて、年間総合順位３

位以内に入賞した者は、翌年、限定Ａライセンスでスーパーフォー

ミュラ・ライツ（ＳＦＬ）およびフォーミュラリージョナル（ＦＯ

ＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ）による国内格式以下のレースに参

加することができる。     

ただし、ＪＡＦは、上記の成績に準ずる者からの申請について、

審 査のうえ参加を特に認める場合がある。 

３．限定国際ソーラーカー競技運転者許可証 

１）～４）（略） 

５）国際ソーラーカーライセンスの有効期限は発給された年の１２月

３１日までとし、その許可証料は国際競技運転者許可証Ｃ－Ｃの許可

証料と同一とする。 

   ６）～９）（略） 

４．（略） 

 

第３条 競技許可証の上級申請 

 競技許可証の上級申請は、次の条件を満たした者でなければならない。 

 何らかの障がい者手帳を持つ者は、許可証を取得する適性についてＪＡ

Ｆの審査を受け、承認を得なければならない。 

 なお、上級申請条件として規定されている「競技会出場実績」とは、そ

（５）～（６）略 

 

 

 

２．限定国内競技運転者許可証Ａ 

  １）～７）（略） 

  ８）限定Ａライセンスを所持する者が、本条２．１）①～④の競技車

両による地方選手権または国内シリーズにおいて、年間総合順位３

位以内に入賞した者は、翌年、限定Ａライセンスでスーパーフォー

ミュラ・ライツ（ＳＦＬ）による国内格式以下のレースに参加する

ことができる。  

ただし、ＪＡＦは、上記の成績に準ずる者からの申請について、

審 査のうえ参加を特に認める場合がある。 

 

３．限定国際ソーラーカー競技運転者許可証 

１）～４）（略） 

５）国際ソーラーカーライセンスの有効期限は発給された年の１２月

３１日までとし、その許可証料は国際競技運転者許可証Ｃの許可証料

と同一とする。 

   ６）～９）（略） 

４．（略） 

 

第３条 競技許可証の上級申請 

 競技許可証の上級申請は、次の条件を満たした者でなければならない。 

 身体の障がいのある者は、許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査

を受け、承認を得なければならない。 

 なお、上級申請条件として規定されている「競技会出場実績」とは、そ



 

のつど競技長により成績（順位）認定され「競技記録カード」に証印され

たものをいう。（リタイア、ミスコース等は実績として認められない。） 

 注）「日本選手権」とは、ＪＡＦの全日本選手権または地方選手権をさ

す。 

１．（略） 

２．国内Ａから国際Ｃ－Ｒへの申請：     

国内Ａの所持者で、申請前２４ヵ月以内にＪＡＦ公認競技に１０回

以上、そのうちラリー、ヒルクライム競技に５回以上の出場実績が

ある者。 

３．国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｃ－Ｒから国際Ｃ－Ｃへの申請：     

国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｃ－Ｒの所持者で、申請前２４ヵ月以内

にＪＡＦ公認競技に１０回以上、そのうちレースに５回以上の出場実

績がある者。（ドラッグレーシング競技に対する国際競技運転者許可証

の上級申請については別途に定める。） 

４．ＣＩＫ－ＦＩＡカート国際ドライバーライセンスＥから国際Ｃ－Ｃへ

の申請： 

ＣＩＫ－ＦＩＡカート国際ドライバーライセンスＥの所持者で、申請

前２４ヵ月以内にＪＡＦ公認カート競技に１０回以上の出場実績があ

る者。 

 ５．国際Ｂへの申請：     

国際Ｃ－Ｃの所持者で、申請前２４ヵ月以内にＪＡＦ公認レースに５

回以上の出場実績がある者。 

 

 

 

 

 ６．（略） 

のつど競技長により成績（順位）認定され「競技記録カード」に証印され

たものをいう。（リタイア、ミスコース等は実績として認められない。） 

 注）「日本選手権」とは、ＪＡＦの全日本選手権または地方選手権をさ

す。 

１．（略） 

２．国内Ａから国際Ｒへの申請：     

国内Ａの所持者で、申請前２４ヵ月以内にラリーおよびスピード競

技 （いずれも日本選手権競技会に限る）に６回以上の競技会出場実績

がある者。 

３．国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｒから国際Ｃへの申請：     

国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｒの所持者で、申請前２４ヵ月以内にＪ

ＡＦの公認レースに少なくとも５回以上の競技出場実績がある者。   

（ドラッグレーシング競技に対する国際競技運転者許可証の上級申請

については別途に定める。） 

 

 

 

 

 

 ４．国際Ｂへの申請：  

国内Ａ、限定Ａ、国際Ｒ、または国際Ｃの所持者で、申請前２４ヵ

月以内に次の１）または２）のいずれかを満たした者。 

１）ＪＡＦの公認レースにおいて１０回以上の競技会出場実績があ

る者。 

２）ＪＡＦの日本選手権が懸けられたレースまたは国際格式のレー

スに７回以上の競技会出場実績がある者。 

５．（略） 



 

 

第４条  国際ドラッグレース許可証 

１.～５．（略） 

６． 国際ドラッグレース許可証料： 

国際ドラッグレース許可証料は、国際運転者Ｃ－Ｃの許可証料と同

額とする。国内Ａの所持者は現有許可証料との差額とし、国際Ｃ－Ｃ

以上の所持者はあらためて許可証料を必要としない。     

また、２種目以上を併用する場合もあらためて許可証料を必要とし

ない。 

７．（略） 

 

第５条 競技許可証の有効期間と年度更新申請 

競技許可証の有効期間は、許可証の発行日よりその年度の１２月３１日

までとする。（国内競技規則８－５参照） 

 ただし、競技運転者許可証の発行日以後に、何らかの障がい者手帳を取

得し、自動車の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたときは、許

可証を所持する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なければなら

ない。 

 また次年度内に更新手続きを行わない場合はその資格を失う。なお更新

手続きは所定の申請書に必要事項を記入し、ＪＡＦ各地方本部あて提出す

るものとする。 

 なお、国際Ａ・Ｂ許可証については国際モータースポーツ競技規則付則

Ｌ項に定められている更新の条件にも従うこと。 

 

第６条（略） 

 

第７条 競技許可証の申請に際しての要項と発給後の遵守事項  

 

４条  国際ドラッグレース許可証 

１.～５．（略） 

６． 国際ドラッグレース許可証料： 

国際ドラッグレース許可証料は、10,500円（国際運転者Ｃの許可証

料）とする。国内Ａの所持者は現有許可証料との差額とし、国際Ｃ以

上の所持者はあらためて許可証料を必要としない。     

また、２種目以上を併用する場合もあらためて許可証料を必要とし

ない。 

７．（略） 

 

第５条 競技許可証の有効期間と年度更新申請 

競技許可証の有効期間は、許可証の発行日よりその年度の１２月３１日

までとする。（国内競技規則８－５参照） 

 ただし、競技運転者許可証の発行日以後に、身体の障がいで自動車の運

転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたときは、許可証を所持する適

性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なければならない。 

 

 また次年度内に更新手続きを行わない場合はその資格を失う。なお更新

手続きは所定の申請書に必要事項を記入し、ＪＡＦ各地方本部あて提出す

るものとする。 

 なお、国際Ａ・Ｂ許可証については国際モータースポーツ競技規則付則

Ｌ項に定められている更新の条件にも従うこと。 

 

第６条（略） 

 

第７条 競技許可証の申請に際しての要項と発給後の遵守事項 



 

１．（略） 

２．ＪＡＦ発給の競技許可証の所持者が日本国外の競技会に参加する場

合は、許可証へのＦＩＡ国際競技規則付則Ｌ項に定める記載をもっ

て、本連盟の事前承認を得たものとする。 

３～４．（略） 

５．競技運転者許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認

を得た障がいのある者は、競技会参加申込時に当該条件についてオーガ

ナイザーに申告しなければならない。 

６．競技運転者許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認

を得た身体に障がいのある者は、ＦＩＡが所管する委員会によって承認

された識別のためのユニバーサル・ロゴをオフィシャルに見えるよう、

車両の前後及び両側面に掲示しなければならない。当該ロゴの大きさ

は、車両に表示される識別番号の少なくとも５０％のサイズ（いかなる

場合も最低８㎠の大きさ）とする。 

○ＦＩＡ国際競技運転者許可証の上級申請について     

国際Ｃ－Ｃ許可証へ上級申請する場合、申請前２４ヵ月以内の競技会

出場実績が義務付けられているが、当該上級申請資格を満たした場合

は、当該２４ヵ月以内期間終了から許可証申請事務取扱期間として３

０日以内に申請を行うこと。   

○競技参加者および運転者許可証料（略） 

 

表（略） 

 

※国際Ｃ－Ｒおよび国際ドラッグレースは、国際運転者Ｃ－Ｃの許可証料

を適用する。    

※（略） 

※（略） 

１．(略) 

２．ＪＡＦ発給の競技許可証の所持者は日本国外の競技会に参加する場

合は、海外競技会出場証明書にて必ずＪＡＦの承認を予め得なければ

ならない。 

３～４．（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＦＩＡ国際競技運転者許可証の上級申請について     

国際Ｃ許可証へ上級申請する場合、申請前２４ヵ月以内の競技会出場 

実績が義務付けられているが、当該上級申請資格を満たした場合は、 

当該２４ヵ月以内期間終了から許可証申請事務取扱期間として３０日

以内に申請を行うこと。 

○競技参加者および運転者許可証料（略） 

 

 表（略） 

 

※国際Ｒおよび国際ドラッグレースは、国際運転者Ｃの許可証料を適用す

る。    

※（略）  

※（略） 



 

 

 

第４章 公認審判員許可証 

第８条～第９条（略） 

 

第１０条 公認審判員許可証の新規申請 

 １．（略） 

２．Ｂ２級への新規申請 

１）国際競技運転者許可証（Ａ、Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｃ－Ｒ）の所持者。た

だし、コ ース委員に限る。    

２）（略） 

３．Ａ２級への新規申請 

１）国際競技運転者許可証Ａ、Ｂ、Ｃ－Ｃの所持者。ただし、コース

委員 に限る。    

２）（略） 

 

第１１条～第１３条（略） 

 

第５章（略） 

 

第６章 本規定の施行 

第１９条 本規定の施行 

本規定は、２０２２年１月１日より施行する。 

以上 

 

第４章 公認審判員許可証 

第８条～第９条（略） 

 

第１０条 公認審判員許可証の新規申請 

 １．（略） 

２．Ｂ２級への新規申請 

１）国際競技運転者許可証（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｒ）の所持者。ただし、コ 

ース委員に限る。    

２）（略） 

３．Ａ２級への新規申請 

１）国際競技運転者許可証Ａ、Ｂ、Ｃの所持者。ただし、コース委員 

に限る。    

２）（略） 

 

第１１条～第１３条（略） 

 

第５章（略） 

 

第６章 本規定の施行 

第１９条 本規定の施行 

本規定は、２０１９年１月１日より施行する。 

以上 


